
ご 注 意
1 抽選結果による仮当選者及び補欠者の方にはその旨をご連絡致しますが、落選された方には
ご連絡致しませんので予めご了承ください。

2 申込み冊子等のお取寄せまたは入居申込書の発送において郵送等をご希望される場合の送料は、
入居希望者のご負担になります。

3ご不明な点等ございましたら各窓口までお問い合わせください。

県北住宅管理センター

県 北 住 宅 管 理 セ ン タ ー
（一社）宮 崎 県 宅 地 建 物 取 引 業 協 会

m-takken.or.jp
お問い合わせ先 県 営 住 宅

延岡市営住宅
日向市営住宅

0120‐38‐0502
0120‐38‐0452
0120‐01‐3151

：
：
：



シルバーハウジング住宅について
高齢者改善住戸について

［別表］令和３年11月１日からの障害者総合支援法の対象疾病一覧（366疾病）
　　　　公営住宅・住所・学校区（参考資料）
　　　　

注意事項

入居補欠者について

入居する際の収入基準について

1 3 ～

1 7 ～

「入居の申込みをする」前に、御理解いただきたいこと

入居の手続き等について



入居申込者又は同居親族等が暴力団員でないこと

同居親族等があること



県営・市営住宅では、犬・猫等の動物類を飼養することはできません。

特に団地生活上必要な共用部分の電気料、水道料などの費
用は、共益費として入居者全員が負担する

　県営・市営住宅には、駐車場がある住宅と駐車場がない住宅があります。
　駐車場がある住宅については、原則として１世帯につき１区画限りとなります（原則とし
て自動車の大きさは、長さ490㎝、幅180㎝以下で、自家用自動車であること）。複数台の
車をお持ちの方は、民間駐車場等の保管場所をご自分で確保していただくことになり
ます。
　県営・市営住宅の指定駐車場以外の駐車は、他の人の迷惑になりますので絶対に
しないでください。

【延岡市営住宅】 【日向市営住宅】
（1）一般向け住宅
（2）高齢者向け住宅
（3）障がい者向け住宅
（4）特定公共賃貸住宅
　　（中堅所得者向け）
（5）単独市営住宅

（1）一般向け住宅
（2）シルバーハウジング住宅
（3）高齢者向け住宅
（4）身体障がい者向け住宅
（5）ひとり親世帯向け住宅
（6）特定公共賃貸住宅
　　（中堅所得者向け）

【県営住宅】
（1）一般向け住宅
（2）高齢者改善住宅



　申込者本人と同居者全員の年間合計所得から公営住宅法で定める控除額　 を差し
引いて12で割った月あたりの所得（月額所得）が158,000円以下であることが条
件になります。

　60歳以上世帯、障がい者等世帯、小学校就学前の子どもがいる世帯等について
は、月額所得が214,000円以下であることが条件になります。

一般階層の収入基準

裁量階層　 の収入基準※注2

※注1

［158,000円≧（年間合計所得－公営住宅法で定める控除額）÷12月］
※注1　4ページ「公営住宅法で定める控除額」を参照してください。

※注2　9ページ「③収入基準を満たしていること」を参照してください。

延岡市営住宅の「若者定住」と「ニュータウン北方」は収入基準が違いますので事前にご相
談ください。

○所得要件に該当するかの判断には、次の早見表を参考にしてください。
•下表は給与所得が世帯に１人の場合であり、金額はあくまで目安の数値になります。
•世帯内で２人以上に給与所得がある場合は、全員の所得を合計し、下表の年間合計所得を
参考に判断してください。
•【一般階層】：Ｐ４「公営住宅法で定める控除額」を控除後の月額所得が158,000円以下
•【裁量階層】：Ｐ４「公営住宅法で定める控除額」を控除後の月額所得が214,000円以下
○その他、不明な点などは下記までお問い合せください。
県北住宅管理センター
　　県営住宅 　0120（38）0502　 Ｅ-mail：n-kenjyu@m-takken.or.jp
延岡市営住宅 　0120（38）0452　 Ｅ-mail：n-shijyu@m-takken.or.jp

県北住宅管理センター（日向営業所） Ｅ-mail：h-shijyu@m-takken.or.jp
日向市営住宅 　0120（01）3151　

参考

年間合計所得年間給与収入同居人数区分

⚑，⚙⚙⚖，⚐⚐⚐円以下⚒，⚙⚖⚗，⚙⚙⚙円以下０人

一般階層

⚒，⚓⚗⚖，⚐⚐⚐円以下⚓，⚕⚑⚑，⚙⚙⚙円以下１人

⚒，⚗⚕⚖，⚐⚐⚐円以下⚓，⚙⚙⚕，⚙⚙⚙円以下２人

⚓，⚑⚓⚖，⚐⚐⚐円以下⚔，⚔⚗⚑，⚙⚙⚙円以下３人

⚓，⚕⚑⚖，⚐⚐⚐円以下⚔，⚙⚔⚗，⚙⚙⚙円以下４人

⚒，⚖⚖⚘，⚐⚐⚐円以下⚓，⚘⚘⚗，⚙⚙⚙円以下０人

裁量階層

⚓，⚐⚔⚘，⚐⚐⚐円以下⚔，⚓⚖⚓，⚙⚙⚙円以下１人

⚓，⚔⚒⚘，⚐⚐⚐円以下⚔，⚘⚓⚕，⚙⚙⚙円以下２人

⚓，⚘⚐⚘，⚐⚐⚐円以下⚕，⚓⚑⚑，⚙⚙⚙円以下３人

⚔，⚑⚘⚘，⚐⚐⚐円以下⚕，⚗⚘⚗，⚙⚙⚙円以下４人
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特定公共賃貸住宅（入居相談は随時受け付けています。）

特定公共賃貸住宅の戸数と家賃
【延岡】西階すみれ団地　　　　　全 6 戸　61,700円
　　　　曽立北団地（北川地区）　全16戸　46,000円
【日向】寺迫住宅　　　　　　　　全 4 戸
　　　　中野原住宅　　　　　　　全 4 戸

※家賃は所得に応じて決定します。｝

　特定公共賃貸住宅は、中堅所得者を対象とした住宅で入居できる所得額の要件が県営住宅
や市営住宅より上に設定されている住宅です。
※入居できる所得の条件は、申込者本人と同居者全員の年間合計所得から「公営住宅法で定
める控除額」を差し引き12で割った月額所得が158,000円を超え259,000円（日向市につ
いては487,000円）以下であることが条件となります。

単独市営住宅
　日向市が国の補助を受けずに建設した住宅です。所得制限はありません。
　【日向】鶴野内住宅　　　　　　　全 3 戸　33,000円

備考控除額対象者控除の種類

⚑人につき⚑⚐⚐，⚐⚐⚐円
※該当する方の所得が
⚑⚐⚐，⚐⚐⚐円以下の場
合はその額

申込者本人又は同居親族で過去一年間において給与
所得又は公的年金等に係る雑所得を有する方（⚑）給与所得者等控除

⚑人につき⚓⚘⚐，⚐⚐⚐円本人以外で、収入の有無に関わらず同居又は扶養し
ている親族の方

（⚒）同居親族及び
　　扶養親族控除

（⚓）又は（⚔）の控除を受け
る方は（⚕）（⚖）との重複可能

⚑人につき⚑⚐⚐，⚐⚐⚐円扶養親族及び控除対象配偶者のうち⚗⚐歳以上の方（⚓）老人扶養親族

⚑人につき⚒⚕⚐，⚐⚐⚐円扶養親族のうち、⚑⚖歳以上⚒⚓歳未満の方（同居・非
同居に関わらず年額所得⚔⚘万円未満であること）（⚔）特定扶養親族

（⚕）
と
（⚖）
の重複
は不可

⚑人につき⚒⚗⚐，⚐⚐⚐円

申込者・扶養親族のうち、次のいずれかを所持してい
る方
〇身体障害者手帳⚓〜⚖級
〇精神障害者保健福祉手帳⚒〜⚓級
〇療育手帳Ｂ⚑〜Ｂ⚒

（⚕）障がい者

⚑人につき⚔⚐⚐，⚐⚐⚐円

申込者・扶養親族のうち、次のいずれかを所持してい
る方
〇身体障害者手帳⚑〜⚒級
〇精神障害者保健福祉手帳⚑級
〇療育手帳Ａ⚑〜Ａ⚒

（⚖）特別障がい者

（⚕）又は（⚖）の控
除を受ける方は、
（⚗）又は（⚘）との
重複可能

⚑人につき⚓⚕⚐，⚐⚐⚐円
※該当する方の所得が
⚓⚕⚐，⚐⚐⚐円以下の場
合はその額

現に婚姻をしていない方又は配偶者の生死の明らか
でない一定の方のうち、次に掲げる要件を満たす場
合。
⚑．事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められ

る一定の者がいないこと
⚒．婚姻歴や性別にかかわらず、生計を同一とする
子（総所得金額等が⚔⚘万円以下、他の人の同一生
計配偶者又は扶養親族とされる方を除く）があ
る

⚓．本人の所得金額が⚕⚐⚐万円以下

（⚗）ひとり親控除

⚑人につき⚒⚗⚐，⚐⚐⚐円
※該当する方の所得が
⚒⚗⚐，⚐⚐⚐円以下の場
合はその額

上記の「ひとり親」に該当せず、事実上婚姻関係と
同様の事情にあると認められる一定の者がいない本
人・同居人が以下のいずれかを満たす場合
⚑．夫と離婚してから婚姻しておらず、扶養親族が

あり、所得金額が⚕⚐⚐万円以下
⚒．夫と死別してから婚姻しておらず本人の所得金

額が⚕⚐⚐万円以下

（⚘）寡婦控除

※所得金額が10万円
未満の場合は、その
所得金額。
　10万円以上は10万円

申込者本人あるいは同居親族の方で給与所得・年金
雑所得がある方

（⚙）公営住宅法施行令
　　に基づく控除



敷金の納付及び連帯保証人１名が連署した書面
（県・日向市の場合は「誓約書」、延岡市は「請書」）
を提出していただきます。
※市営住宅は家賃債務保証業者等との保証委託契約が
　ある場合は、連帯保証人の連署を必要としません。



又は

家族

　ひとり親（母子・父子）世帯、引揚者世帯、炭鉱離職者世帯、老人
（高齢者）世帯、障がい者世帯、多子世帯、ＤＶ被害者世帯、犯罪被
害者世帯、子育て世帯の方は、入居者の選考にあたって優遇措置があ
りますので、詳しくは、10～12ページをご覧ください。

（※日向市は該当なし）

県北住宅管理センター（日向営業所を含む）

　売却等の予定がある場合であって、資格審査時までに名義変更等が完了する場合を除きます。



※県営のみ書き間違えた際は、取り消し線を引いて『本人による訂正』と記入して下さい。



次のような場合等が該当します。
　１　他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている。
　２　住宅がないため親族と同居することができない。
　３　住宅の規模、間取りと世帯構成との関係から、適正な居住基準を確保できない。
　４　住宅がないために勤務地から著しく遠隔地に居住している。
　５　収入に比して著しく過大な家賃を支払っている。

　入居後１か月以内の結婚を予定している婚約者、及び婚姻の届出をしていないが事実上婚姻と同
様の事情がある方 （双方に戸籍上の配偶者がないこと等、条件があります。） 里子、同性パートナー
（住宅に同居する間有効なパートナーシップ宣誓をしている方に限ります。）も同居親族に含みます。
　ただし、次の条件のいずれかに該当する場合は、「単身」でも申込みができます。
１　60歳以上の方
２　身体障害者手帳１級から４級をお持ちの方
　　精神障害者保健福祉手帳１級から３級をお持ちの方
　　精神障がいの程度に相当する知的障がいの方
３　戦傷病者（特別項症から第６項症まで又は第１款症の方）
４　原子爆弾被爆者（厚生労働大臣の認定を受けている方）
５　生活保護受給者又は一定の要件を満たす中国残留邦人等
６　海外からの引揚者（引揚後５年を経過していない方）
７　ハンセン病療養所入所者等
８　配偶者等からの暴力被害者（裁判所から保護命令が出ているか、女性相談支援センター

等の証明が受けられる方）※生活の根拠を共にする（婚姻に類する）交際相手を含む。
９　次のいずれかの地域内にある県営住宅への入居を希望する者
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法（令和３年法律第19号）第２条
第１項に規定する過疎地域【＊高千穂町】
山村振興法（昭和40年法律第64号）第７条第１項の規定により指定された振興山
村の区域の全部又は一部を含む市町村の区域【＊延岡市、日向市、高千穂町】
半島振興法（昭和60年法律第63号）第２条第１項の規定により指定された半島振
興対策実施地域の全部又は一部を含む市町村の区域

10　 日向市営住宅へ入居を希望する場合は、成年に達している方

▶

▶

▶

入居申込者又は同居予定親族名義の持ち家がある場合は、原則として申込みできま
せん。売却等の予定がある場合であっても、資格審査時までに名義変更が完了して
いない場合、入居資格がないものとします。
現在、公営住宅（県営・市営住宅等）にお住まいの方は、原則として申込みできません。
ただし、やむを得ないと認める場合は受け付けることもあります。
生活保護受給世帯は、申込みをする前に担当ケースワーカーに相談してください。

▶

　

▶

単身で申込みができる住宅は、「単身可」の住宅に限ります。
単身可の住宅とは、次の小規模住宅が該当します。
　県：２ＤＫ以下又は住戸専用面積55㎡未満

（上記９の条件のみに該当する方は、対象地域の県営住宅に限り単身での申込みが可能です。）
　延岡市：島浦、北浦、北方、北川を除き、2ＤＫ以下または住戸専用面積55㎡未満
　日向市：住戸専用面積65㎡未満
市営住宅においては、いずれの場合でも、「常時介護を必要としない程度に自立した生活が可
能であること」が必要です。ただし、身体上または精神上著しい障がいがあるために常時の介護
を必要としている方でも、その心身の状況に応じた介護を受けられる場合は申込みできます。

同居親族等があること



60歳以上の方のみ（18歳未満の方を含んでもよい）で構成される世帯

（日向市営住宅は「B2」も可）

入居予定日現在で、小学校就学の始期に達するまでの子どものいる世帯

納税課、市民課及び各総合支所の市民サービス課で市税の滞納がないことの証明を受けた書類

入居申込者又は同居親族等が暴力団員でないこと

裁量階層（上記１～６に該当し、１５万８千円を超え２１万４千円以
下の収入がある世帯）として入居した世帯が、上記１～６に該当しな
くなった時点で１５万８千円を超える収入がある場合は、「収入超過
者」として割増家賃が課されます。また、収入超過の額及び期間に
よっては、民間賃貸住宅並みの家賃が課されることがあります。
※世帯の収入（所得月額）は、３～４ページで確認してください



　申込日現在で「優先入居対象世帯」となる方は、抽選番号を２～５個交付し
ます。詳しくは、次の「　 抽選倍率の優遇措置」をご覧ください。
　選考方法
抽選は、入居申込者の代表者２名及び各自治体の代表者の立ち会いのもと、公正な抽選
により、全募集住戸の仮当選者及び補欠者を決定します。
　抽選方法は、部屋ごとに申し込まれた受付票を抽選ボックスの中にすべて投入し、そ
の中から仮当選者の受付票を順番に引き抜く方法で行います。
　抽選結果
部屋が決定した当選者には、関係書類をお渡しします。また、後日、資格審査を行いま
すので、詳しくは、１３～１７ページをご覧ください。

県北住宅管理センター



　海外からの引揚者（中国残留邦人を含む）で、本邦に引き揚げた
日から起算して５年を経過していないもの
　厚生労働省又は都道府県から引揚証明書等の交付を受けた者

　独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が貸与する
移転就職者用宿舎（以下「移転就職者用宿舎」という。）に
現に入居している者

60歳以上の者のみで構成されている世帯であること（ただし、その
民法上の親族で次の各号の一に該当する者は含まれてもよい。）

次の各号の条件を具備する者の世帯であること

　老人（高齢
者）世帯



（写）
（写）

（日向市は「Ａ」「Ｂ１」「Ｂ２」）

１．県営住宅・日向市営住宅
次の各号の一に該当する者の世帯であること
　　配偶者等※からの暴力を理由として女性自立支援施設又は母子生活
　　支援施設に保護された者で、保護が終了した日から起算して５年を
　　経過していない者
　　裁判所がした保護命令の申立てを行った者で当該命令の効力が生
　　じた日から起算して５年を経過していない者
　　女性相談支援センター又は配偶者暴力相談支援センターその他
　　配偶者等※からの暴力の被害者の保護を行う機関等において、被害
　　を受けている旨の証明若しくは確認がされている者
　　　　　　　　 ※生活の本拠を共にする（婚姻に類する）交際相手を含む

２．延岡市営住宅
次の各号の一に該当する方の世帯であること
　　配偶者等※からの暴力を理由として女性相談支援センターに一時
保護された方又は一時保護が終了した日から起算して５年を経過
していない方

　　配偶者等※からの暴力を理由とした母子生活支援施設の入所者又
　　は保護が終了した日から起算して５年を経過していない方
　　裁判所がした保護命令の申立てを行った方で当該命令の効力が生
　　じた日から起算して５年を経過していない方
　　　　　　　　 ※生活の本拠を共にする（婚姻に類する）交際相手を含む

犯罪により従前の住宅に居住することが困難となったことが明らかな
者であり、次のいずれかに該当することが客観的に証明される者の世
帯（前項に掲げるＤＶ被害者世帯を除く。）

【 別 表 】は19ページに掲載しています。

(1)一時保護等
証明書
(2)保護命令決
定書
(3)配偶者から
の暴力の被害者
の保護に関する
証明書又は公営
住宅への入居等
に関する配偶者
暴力被害申出受
理確認書

(1)(2)施設長に
よる証明書
(3)保護命令決
定書



義務教育 歳

入居申込者又は同居予定親族名義の持ち家がある方で、資格審査日までに登記名義変更等
が完了しない場合



年
金
の
証
書
の
写
し

生
活
保
護
受
給
証
明
書

退
職
を
証
明
す
る
書
類（※

３
）

◆県営住宅

⑭　学生の方（義務教育修了後）
　　※就労している方は上記①～⑧による

義務教育修了前の方

※１　自営業者等には、ピアノ教師や保険外交員も含まれます。
※２　資格審査の実施時期が、当年の「所得証明書」が発行されない概ね１月～５月時に必要です。
※３　離職票、雇用保険受給資格者証、雇用保険被保険者資格喪失確認通知書又は雇用保険被保険者資格取得届出確
　　　認照会回答書（雇用保険の加入が無い方は、旧勤務先の退職証明書）の写しが必要になります。



離
職
票
又
は
雇
用
保
険
受
給
者
資
格
証

延
岡
市
営
住
宅

日
向
市
営
住
宅

現在の勤務先に1年以上勤務している方



寡婦、ひとり親の方
単身で申込みされる方
障がいのある方

退職予定の方
学生の方　※市営住宅のみ

犯罪被害者世帯の方

配偶者等からの暴力被害者の方
（生活の本拠を共にする交際相手
からの暴力被害者を含む）

戸籍謄本（必要に応じ、11ページ表中の証明書等）
戸籍謄本
障がい者手帳（難病の方は、12ページ表中の診断書等）

その事実を証明する書類

退職予定証明書

都道府県警察本部への調査同意書

在学証明書（又は学生証の写し）

同性パートナーと同居される方
※延岡市営住宅、日向市営住宅、
延岡市及び日向市内の県営住宅のみ

別居扶養親族がいる方

海外引揚者、戦傷病者、炭鉱離職者、
ハンセン病療養所入所者等

里子と同居される方

１県営住宅においては、別居扶養親族の健康保険証、又は扶養者
の源泉徴収票の写し、若しくは確定申告書の写し（上記書類だけ
では条件を満たしていることが確認できない場合は、別途、事実
を確認できる書類の提出が必要となります。）
２市営住宅においては、学生の場合は、学生証の写し
学生以外は、住民票

１.県営住宅･日向市営住宅
①施設長発行の一時保護等証明書、裁判所発行の保護命令決定
書、婦人相談所発行の配偶者からの暴力の被害者の保護に関する
証明書又は配偶者暴力相談支援センター等発行の公営住宅への入
居等に関する配偶者暴力被害申出受理確認書
②戸籍謄本
③婚姻解消していない場合は、離婚の意思を確認する書類（申立
書又は離婚調停中を証明するもの）
２.延岡市営住宅
①施設長発行の一時保護等証明書又は裁判所発行の保護命令決定書
②戸籍謄本
③婚姻解消していない場合は、離婚の意思を確認する書類（申立
書又は離婚調停中を証明するもの）

児童（延長者）措置決定通知書（児童福祉法施行細則（昭和45
年宮崎県規則第32号）別記様式第16号）の写し
１.延岡市及び日向市内の県営住宅
　パートナーシップ宣誓を行ったことが確認できる証明書の写し
２.延岡市　延岡市パートナーシップ宣誓書受領証の写し
３.日向市　日向市パートナーシップ宣誓書受領証の写し

婚約中の方 婚約証明書
世帯の状況 証　明　書　類

県営住宅は県税・総務事務所で「県税・市税に未納が無いことの証明書」及び
市役所等で「市県民税に未納がないことの証明書」を、市営住宅は納税課・市
民課で、「市税に未納がないことの証明」を受けてください。

世帯主・続柄・筆頭者氏名等の記載があり、かつ、同居される
家族全員が記載されているものを提出してください。



①延岡市営住宅の場合は、独立の生計を営み、かつ、入居決定者と同程度以上
　の収入を有し、市長が適当と認める者であること。
②日向市営住宅の場合は、市内等（東臼杵郡、児湯郡、延岡市を含む。）に居
　住し、かつ入居決定者と 同程度以上の収入を有する者で、市長が適当と認
　める者。ただし、入居決定者の3親等以内の血族及び姻族については、市外
　居住者でもよい。
※市営住宅においては、家賃債務保証業者等との保証委託契約がある場合は、
　連帯保証人の連署を必要としません。

　県の場合は、緊急連絡人が連署する「誓約書」を提出して頂きます。
　日向市の場合は、連帯保証人が連署する「誓約書」・延岡市は「請書」を提出して
いただきます。
　県は令和６年４月１日より連帯保証人を不要とする代わりに「緊急連絡人」を求
めることになりました。
　「緊急連絡人」とは入居者と連絡が取れないときなどに連絡先となる方で、法人も
可となりました。
　延岡市及び日向市の場合は、連帯保証人1名の「印鑑証明書」及び「市町村長が
発行した所得証明書」の添付が必要です。

住宅使用料の３ヶ月分に相当する「敷金」

県北住宅管理センター

緊急連絡人または連帯保証人が連署する「誓約書」、「請書」の提出



　シルバーハウジング住宅は、市営住宅のうち特に高齢者が安全かつ快適な生活
を営んでいただくことを目的とする住宅です。
　一般の市営住宅との違いは、緊急通報装置が設置されていること、延岡市が委
託して実施する安否の確認等見回り支援のサービスが受けられることです。

　火災予防については、日常、特に細心の注意を払ってください。入居者の故意又は過
失による火災で住宅等に損害を与えた場合、その入居者に損害を賠償していただきます。
　なお、延焼が広範囲に亘る場合等においては、賠償金が高額になることもあり得ます。
万が一に備えて、火災保険等に加入されることをおすすめします。
　保険の加入については、各損害保険会社へお問い合わせください。
シルバーハウジング住宅について
１．シルバーハウジング住宅とは・・・

　県営・市営等の公営住宅は、所得が低く住宅に困っている方のための住宅です。
すでに所得が増えて、低額所得者でなくなった収入超過者や高額所得者が、この
まま県営・市営住宅に住み続けることは、公営住宅の目的に反するものです。
　従いまして、公営住宅の目的に沿うよう、「収入超過者」の方に対しましては、
「明渡しの努力義務」を課すとともに、「割増使用料」をお支払いいただきます。
　また、「高額所得者」の方に対しましては、住宅の明渡請求を行うとともに、
最高額の住宅使用料をお支払いいただきます。

　シルバーハウジング住宅の入居資格は、上記サービスを必要とされる方で、一般
の市営住宅の入居資格の他に下表の内容に該当することが必要です。

３．シルバーハウジング住宅の入居資格

①毎月１回行う安否の確認等
②緊急時の対応

２．延岡市・日向市が実施するサービスは以下の通りです。

■対象団地

市 営 住 宅（ 延 岡 ）

西階すみれ団地（30戸）
一ヶ岡Ａ団地（30戸）

■健康状態等

■住宅困窮度 住宅の困窮度が高く、家族による援助が困難な者である。

①65歳以上の単身者世帯
②65歳以上の高齢者のみからなる世帯
③夫婦のみの高齢者世帯（一方が65歳以上であれば可）

■年齢等
（いずれかに該当）

日常生活動作が全て可能で、かつ自炊が可能な程度の健康状態であるが、身体機能等の低下等
が認められ、又は高齢・障害等のため独立して生活するには、不安が認められる者である。

　高齢者改善住戸は、老人（高齢者）世帯及び障がい者世帯を対象とした住戸です。
原則として、それ以外の世帯は申込できません。
　１．老人（高齢者）世帯とは、申込書の「優先対象資格確認欄」の（エ）に該当する世帯です。
　２．障がい者世帯とは、申込書の「優先対象資格確認欄」の（オ）に該当する世帯です。

高齢者改善住戸について



【別表】

疾病名番号 疾病名番号 疾病名番号 疾病名番号





高
千
穂

日　

向

合資会社 タケムラ
高千穂町大字三田井92-4

72－2367

県
営
住
宅
・
日
向
市
営
住
宅　

指
定
管
理
者

各
管
理
会
社（
高
千
穂
１
社
・
日
向
４
社
）

県
北
住
宅
管
理
セ
ン
タ
ー（
日
向
営
業
所
）
所
在
図

㈲大成不動産
日向市鶴町１丁目7-7

52－1562

不動産パートナー
日向市曽根町１丁目188

60－2360

㈲岩本不動産
日向市永江町３丁目７番地

53－0351

県北住宅管理センター
（日向営業所）
日向市原町４丁目120番地6

57－3151

chouchou不動産
シュシュ

日向市春原町２丁目２０ 
マリナーズビル Ⅰ 102

60－4189



五
ヶ
瀬
大
橋

AEON
イオン

県北住宅管理センター延岡10

県北住宅管理センター

延岡市古城町4丁目113

延岡市別府町3163-1

延岡市山月町5丁目5849-11

富士不動産

33－3037

20－0888

（市営）20－0452
（県営）20－0502

40－5374

城山

県営住宅・延岡市営住宅　指定管理者

延岡市北小路10番地7

㈲たから不動産

21－1993

33－5526
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